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護
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四
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四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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称
又
は
氏
名
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在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

だ
い
す
け
歯
科

ラ
ベ
ン
ダ
ー
調
剤
薬
局

八
戸
市
湊
高
台
四
丁
目
一
二
の
一
四

弘
前
市
大
字
野
田
二
丁
目
一
の
五

平
成
��

･

��･

�

��･

��･

��

事

業

者

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
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称

所

在

地
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定
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月
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( )

青
森
県
告
示
第
四
十
四
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療)

か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
五
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
青
森
県
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
変
更
後
の
青
森
県
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
構
造
政

策
課
及
び
各
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
六
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
八
条
第
二
項

(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
小
型
機
船

底
び
き
網
漁
業
に
つ
き
、
そ
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
た

の
で
、
同
規
則
第
八
条
第
三
項(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

備
考一

漁
業
種
類

手
繰
第
一
種
漁
業

二

操
業
区
域

下
北
郡
尻
屋
埼
灯
台
中
心
点
と
北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
中
心
点
を
結
ん
だ

直
線
の
中
点
か
ら
正
東
の
線
以
南
、
東
経
百
四
十
二
度
三
十
分
の
線
以
西
の
太
平
洋
に
お
け
る

青
森
県
沖
合
海
域

三

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
船
舶
の
隻
数
の
最
高
限
度

九
隻

青
森
県
告
示
第
四
十
七
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

(

漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

二
の
表
新
深
浦
町
第
四
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
四
十
八
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
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有
限
会
社
だ

い
ち

十
和
田
市
東
三
番

町
六
の
二
五

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
ち
く

ば

十
和
田
市
東
三
番
町

六
の
二
五

平
成
��･

��･

�

区

分

名

称

所

在

地

変
更
年
月
日

変
更
前

三
沢
市
中
央
町
四
丁
目
一
の
一
〇

変
更
後

三
沢
市
立
三
沢
病

院

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
六
四
の
六
五

平
成
��･

��･

�

新
深
浦
町
第
四
区
域

新
深
浦
町
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
、
大
字
沢
辺
の

区
域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

２

総
ト
ン
数
百
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
か
に
か

ご
漁
業



( )

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
九
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
五
戸
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

五
戸
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

五
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

五
戸
町
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
七
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

な
し

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日
青
森
県
告
示
第
七
号)

の
事

業
地
に
三
戸
郡
五
戸
町
字
兎
内
、
字
兎
内
下
谷
地
、
字
兎
内
下
保
土
沢
、
字
鮫
ノ
口
、
字
石
仏
、

字
石
仏
下
川
原
、
字
上
兎
内
、
字
石
仏
前
、
字
石
仏
上
川
原
、
字
花
道
川
原
、
字
西
ノ
沢
、
字

二
本
柳
、
字
二
本
柳
向
、
字
古
堂
、
字
古
堂
後
、
字
上
新
井
田
前
、
字
川
原
町
裏
、
字
油
出
、

字
姥
堤
を
加
え
る
。

三
戸
郡
五
戸
町
字
舘
、
字
野
月
、
字
狐
森
北
、
字
愛
宕
後
、
字
古
街
道
長
根
、
字
観
音
堂
、

字
追
分
、
字
大
渡
、
字
土
井
頭
、
字
川
原
町
、
字
川
原
町
下
裏
、
字
川
原
町
西
裏
、
字
伝
兵
衛

丁
、
字
八
景
、
字
鍛
冶
屋
窪
、
字
鍛
冶
屋
窪
上
ミ
、
字
古
舘
向
に
お
い
て
変
更
す
る
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日
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１ 図
面
番
号

県

道

道
路
の

種

類

五
所
川
原
岩

木
線 路

線
名

弘
前
市
大
字
鼻
和
字
岩
井
五
二
の
一
か
ら

弘
前
市
大
字
八
幡
字
平
塚
一
六
の
三
ま
で

変

更

の

区

間

後 前
変
更
の

前
後
別

一
二
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
一
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
四
二
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

五
三
八
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

五
三
八
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
電
子
物
性

三

代
表
者
の
氏
名

豊
田

豊
治

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
吹
上
一
丁
目
一
一
の
一
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
県
民
に
対
し
て
、
物
理
学
者
楢
崎
皐
月
氏
の
提
唱
し
た

｢

静
電
三
法｣

(

静
電
気
の
活
用
に
よ
る
物
質
や
生
物
の
質
的
改
善
を
図
る
技
法)

を
活
用
し
、
食
品
加
工
の
指

導
、
農
畜
産
物
等
育
成
指
導
の
事
業
や
環
境
保
全
を
図
る
事
業
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
安
全
安

心
な
農
畜
産
物
等
の
生
産
や
県
民
の
健
康
増
進
に
寄
与
し
、
以
て
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

葛
西
板
金
工
業

二

氏
名

葛
西

正
明

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
富
�
町
里
見
八
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
〇
一
七
六
五
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

板
金
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
米
澤
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

米
澤

一
二
三

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
福
野
田
字
本
泉
三
六
の
三
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
〇
一
五
二
五
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届

出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当

す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
別

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

東
青
地
域
県
民
局
長

小
田
桐

文

彦

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

五
戸
南
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

(

昭
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( )

和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

内

芳

男

一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備)

(

農
道
整
備)

(

農
地
保
全)

二

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
五
日

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
号

道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
運
転
免
許
取
得
者
教
育
を
行
う
者
と
し
て
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

加

福

�

貞

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

マ
ル
エ
ス
自
工
株
式
会
社
弘
前
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

２

住
所

弘
前
市
大
字
和
泉
一
丁
目
三
の
一

３

代
表
者
の
氏
名

新
戸
部

八
州
男

二

運
転
免
許
取
得
者
教
育
に
使
用
す
る
施
設
の
名
称

マ
ル
エ
ス
自
工
株
式
会
社
弘
前
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

三

運
転
免
許
取
得
者
教
育
に
使
用
す
る
施
設
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
和
泉
一
丁
目
三
の
一

四

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
課
程
の
区
分

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第
一
条
第
三
号
及
び
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
課
程

五

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
課
程
の
名
称

１

第
三
号
課
程

シ
ル
バ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
講
習

２

第
六
号
課
程

高
齢
者
更
新
時
同
等
講
習

六

認
定
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
一
月
四
日

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
八
号

道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
運
転
免
許
取
得
者
教
育
を
行
う
者
と
し
て
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

加

福

�

貞

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

マ
ル
エ
ス
自
工
株
式
会
社
浪
岡
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

２

住
所

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
林
本
一
二
一

３

代
表
者
の
氏
名

新
戸
部

八
州
男

二

運
転
免
許
取
得
者
教
育
に
使
用
す
る
施
設
の
名
称

マ
ル
エ
ス
自
工
株
式
会
社
浪
岡
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

三

運
転
免
許
取
得
者
教
育
に
使
用
す
る
施
設
の
所
在
地

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
林
本
一
二
一

四

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
課
程
の
区
分

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第
一
条
第
三
号
及
び
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
課
程

五

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
課
程
の
名
称

１

第
三
号
課
程

シ
ル
バ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
講
習

２

第
六
号
課
程

高
齢
者
更
新
時
同
等
講
習

六

認
定
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
一
月
四
日

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
九
号

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則

(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
四
条
第
一
項
の
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

規
定
に
よ
り
、
株
式
会
社
エ
ス
テ
ィ
ッ
ク
か
ら
代
表
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

加

福

�

貞

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
号

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則

(
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
株
式
会
社
エ
ス
テ
ィ
ッ
ク
か
ら
代
表
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

加

福

�

貞
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変

更

事

項

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

代
表
者
の
氏
名

古
川
亮
市

外
崎
隆

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日

変

更

事

項

変

更

前

変
更
後

変

更

年

月

日

代
表
者
の
氏
名

古
川
亮
市

外
崎
隆

外
崎
隆

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日


